
研究開発学校制度に関係する法令

○学校教育法施行規則（抄）

 幼稚園関係 

第 37 条 

幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはな

らない。 

第 38 条  

幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課

程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるも

のとする。 

 小学校関係 

 第 50 条 

  小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体

育の各教科（以下本節中「各教科」という。）、道徳、外国語活動、総合的な学習の

時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 

２ （略） 

 第 51 条 

  小学校（第 52 条の 2 第 2 項に規定する中学校連携型小学校及び第 79 条の 9 第 2 項に

規定する中学校併設型小学校を除く。）の各学年における各教科、道徳、外国語活

動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこ

れらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。 

 第 52 条 

  小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文

部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 

第 52 条の３  

中学校連携型小学校の各学年における各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の

時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数

は、別表第二の二に定める授業時数を標準とする。 

 第 52 条の４  

中学校連携型小学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程

の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

 第 55 条 

  小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、

児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文

部科学大臣が別に定めるところにより、第 50 条第１項、第 51 条（中学校連携型小学

校にあつては第 52 条の 3、第 79 条の 9 第 2 項に規定する中学校併設型小学校にあつて

は第 79 条の 12 において準用する第 79 条の 5 第 1 項）又は第 52 条の規定によらない

ことができる。 



 中学校関係 

 第 72 条 

  中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭

及び外国語の各教科（以下本章及び第七章中「各教科」という。）、道徳、総合的な

学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 

 第 73 条 

  中学校（併設型中学校、第 74 条の 2 第 2 項に規定する小学校連携型中学校、第 75 条

第 2 項に規定する連携型中学校及び第 79 条の 9 第 2 項に規定する小学校併設型中学校

を除く。）の各学年における各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれ

ぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業

時数を標準とする。 

 第 74 条 

  中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文

部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 

第 74 条の３  

小学校連携型中学校の各学年における各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別

活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の

三に定める授業時数を標準とする。 

第 74 条の４  

小学校連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程

の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

 第 76 条 

連携型中学校の各学年における各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそ

れぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授

業時数を標準とする。 

 第 77 条 

  連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の

特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

 第 79 条 

  第 41 条から第 49 条まで、第 50 条第２項、第 54 条から第 68 条までの規定は、中学

校に準用する。この場合において、第 42 条中「５学級」とあるのは「２学級」と、第

55 条から第 56 条の 2 までの規定中「第 50 条第１項」とあるのは「第 72 条」と、「第

51 条（中学校連携型小学校にあつては第 52 条の 3、第 79 条 9 第 2 項に規定する中学

校併設型小学校にあつては第 79 条の 12 において準用する第 79 条の 5 第 1 項）」とあ

るのは「第 73 条（併設型中学校にあつては第 117 条において準用する第 107 条、小学

校連携型中学校にあつては第 74 条の 3、連携型中学校にあつては第 76 条、第 79 条の

9 第 2 項に規定する小学校併設型中学校にあつては第 79 条の 12 において準用する第

79 条の 5 第 2 項）」と、「第 52 条」とあるのは「第 74 条」と、第 55 条の 2 中「第

30 条の第 1 項」とあるのは「第 46 条」と、第 56 条の 3 中「他の小学校、義務教育学

校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の

後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものと

する。 



 義務教育学校関係 

第 79 条の５ 

次条第 1 項において準用する第 50 条第 1 項に規定する義務教育学校の前期課程の各学

年における各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授

業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第 2 の 2 に定める授業時数を標

準とする。 

２ 次条第 2 項において準用する第 72 条に規定する義務教育学校の後期課程の各学年にお

ける各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年

におけるこれらの総授業時数は、別表第 2 の 3 に定める授業時数を標準とする。 

 第 79 条の６ 

義務教育学校の前期課程の教育課程については、第 50 条、第 52 条の規定に基づき文部

科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第 55 条から第 56 条の 3 までの規定を準用す

る。この場合において、第 55 条から第 56 条までの規定中「第 50 条第 1 項、第 51 条（中

学校連携型小学校にあつては第 52 条の 3、第 79 条の 9 第 2 項に規定する中学校併設型小

学校にあつては第 79 条の 12 において準用する第 79 条の 5 第 1 項）又は第 52 条」とある

のは「第 79 条の 5 第一項又は第 79 条の 6 第 1 項において準用する第 50 条第 1 項若しく

は第 52 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と、第 55 条の 2

中「第 30 条第 1 項」とあるのは「第 49 条の 6 第 1 項」と、第 56 条の 2 中「第 50 条第 2

項、第 51 条（中学校連携型小学校にあつては第 52 条の 3、第 79 条の 9 第 2 項に規定する

中学校併設型小学校にあつては第 79 条の 12 において準用する第 79 条の 5 第 1 項）及び

第 52 条」とあるのは「第 79 条の 5 第 1 項並びに第 79 条の 6 第 1 項において準用する第

50 条第 1 項及び第 52 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と

読み替えるものとする。 

２ 義務教育学校の後期課程の教育課程については、第 50 条第 2 項、第 55 条から第 56 条

の 3 まで及び第 72 条の規定並びに第 74 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校

学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第 55 条から第 56 条までの規定中「

第 50 条第 1 項、第 51 条（中学校連携型小学校にあつては第 52 条の 3、第 79 条の 9 第 2

項に規定する中学校併設型小学校にあつては第 79 条の 12 において準用する第 79 条の 5

第 1 項）又は第 52 条」とあるのは「第 79 条の 5 第 2 項又は第 79 条の 6 第 2 項において

準用する第 72 条若しくは第 74 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導

要領」と、第 55 条の 2 中「第 30 条第 1 項」とあるのは「第 49 条の 6 第 2 項」と、第 56

条の 2 中「第 50 条第 1 項、第 51 条（中学校連携型小学校にあつては第 52 条の 3、第 79

条の 9 第 2 項に規定する中学校併設型小学校にあつては第 79 条の 12 において準用する第

79 条の 5 第 1 項）及び第 52 条」とあるのは「第 79 条の 5 第 2 項並びに第 79 条の 6 第 2

項において準用する第 72 条及び第 74 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学

習指導要領」と、第 56 条の 3 中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課

程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。 

第 79 条の７ 

義務教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特

例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

第 79 条の 10 

中学校併設型小学校の教育課程については、第 4 章に定めるもののほか、教育課程の基

準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

２ 小学校併設型中学校の教育課程については、第 5 章に定めるもののほか、教育課程の基

準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 



 高等学校関係 

第 83 条 

  高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間

及び特別活動によつて編成するものとする。 

 第 84 条 

 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として

文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 

 第 85 条 

 高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、か

つ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、

文部科学大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる｡ 

 第 88 条  

 連携型高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準

の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

 第 96 条 

校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要

領の定めるところにより、74 単位以上を修得した者について行わなければならない。た

だし、第 85 条、第 85 条の２又は第 86 条の規定により、高等学校の教育課程に関し第

83 条又は第 84 条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところ

により行うものとする。  

 中等教育学校関係 

 第 107 条 

  次条第１項において準用する第 72 条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年に

おける各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各

学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。 

 第 108 条 

  中等教育学校の前期課程の教育課程については、第 50 条第２項、第 55 条から第 56

条の 3 まで及び第 72 条の規定並びに第 74 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中

学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第 55 条から第 56 条までの規

定中「第 50 条第１項、第 51 条（中学校連携型小学校にあつては第 52 条の 3、第 79 条

の 9 第 2 項に規定する中学校併設型小学校にあつては第 79 条の 12 において準用する第

79 条の 5 第 1 項）又は第 52 条」とあるのは、「第 107 条又は第 108 条第１項において

準用する第 72 条若しくは第 74 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指

導要領」と、第 55 条の２中「第 30 条第１項」とあるのは「第 67 条第１項」と読み替

えるものとする。 

 ２ 中等教育学校の後期課程の教育課程については、第 83 条及び第 85 条から第 86 条まで

の規定並びに第 84 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の

規定を準用する。この場合において、第 85 条中「前二条」とあり、並びに第 85 条の２

及び第 86 条中「第 83 条又は第 84 条」とあるのは、「第 108 条第２項において準用す

る第 83 条又は第 84 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」

と、第 85 条の２中「第 51 条」とあるのは「第 67 条第２項」と読み替えるものとす

る。 



 第 109 条 

  中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の

特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

 第 114 条 

  併設型中学校の教育課程については、第五章に定めるもののほか、教育課程の基準の

特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

 ２  併設型高等学校の教育課程については、第六章に定めるもののほか、教育課程の基準

の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 

 特別支援学校関係 

第 126 条 

特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画

工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的

な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、

算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、特別の教科である道徳、特別活動並びに自

立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国

語活動を加えて教育課程を編成することができる。 

第 127 条 

 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健

体育、技術・家庭及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時

間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、

数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科、特別の教科である道

徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するもの

とする。ただし、必要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することが

できる。 

第 128 条 

 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第三及び別表第五に定める各教科に属す

る科目、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、

数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工

業、流通・サービス及び福祉の各教科、第 129 条に規定する特別支援学校高等部学習

指導要領で定めるこれら以外の教科及び道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに

自立活動によつて教育課程を編成するものとする。 

第 129 条 

 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部、中学部及び高等

部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又

は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によ

るものとする。 

第 132 条 

 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研

究を行うため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされてい

ると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところによ



り、第 126 条から第 129 条までの規定によらないことができる。 

第 138 条 

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支

援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第 50 条第 1 項（第 79 条

の 6 第 1 項において準用する場合を含む。）、第 51 条、第 52 条（第 79 条の 6 第 1 項

において準用する場合を含む。）、第 52 条の 3、第 72 条（第 79 条の 6 第 2 項及び第

108 条第 1 項において準用する場合を含む。）、第 73 条、第 74 条（第 79 条の 6 第 2

項及び第 108 条第 1 項において準用する場合を含む。）、第 74 条の 3、第 76 条、第

79 条の 5（第 79 条の 12 において準用する場合を含む。）及び第 107 条（第 117 条に

おいて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、特別の教育課程によることがで

きる。 

第 140 条 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号の

いずれかに該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当

該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣

が別に定めるところにより、第 50 条第 1 項（第 79 条の 6 第 1 項において準用する場

合を含む。）、第 51 条、第 52 条（第 79 条の 6 第 1 項において準用する場合を含

む。）、第 52 条の 3、第 72 条（第 79 条の 6 第 2 項及び第 108 条第 1 項において準用

する場合を含む。）、第 73 条、第 74 条（第 79 条の 6 第 2 項及び第 108 条第 1 項に

おいて準用する場合を含む。）、第 74 条の 3、第 76 条、第 79 条の 5（第 79 条の 12

において準用する場合を含む。）及び第 107 条（第 117 条において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。 

一 言語障害者 

二 自閉症者 

三 情緒障害者 

四 弱視者 

五 難聴者 

六 学習障害者 

七 注意欠陥多動性障害者 

八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行う

ことが適当なもの 

第 141 条 

前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒

が、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の設置者の定め

るところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特

別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において受けた当該特別の教育課程

に係る授業とみなすことができる。 



小学校・中学校の年間標準授業時数及び高等学校における単位数等

平成29年改訂学習指導要領における小学校の各教科等の年間標準授業時数

各 教 科 の 授 業 時 数
道特 外 時総 特 総
徳別 国 間合 別 授のの 語 の的 活

区分 国 社 算 理 生 音 医 家 体 外 授教 授活 授な 授動 業

画
国

業科 業動 業学 業の 時

工 時で 時の 時習 時 数

語 ヘ云 数 科 活 楽 作 庭 育 語
数あ 数 数の 数

る

第1

学年 306 136 102 68 68 102 34 34 850 

第2

学年 315 175 105 70 70 105 35 35 910 

第3

学年 245 70 175 90 60 60 105 35 35 70 35 980 

第4

学年 245 90 175 105 60 60 105 35 35 70 35 1015 

第5

学年 175 100 175 105 50 50 60 90 35 35 70 35 1015 

第6

学年 175 105 175 105 50 50 55 90 35 35 70 35 1015 

備考

ー この表の授業時数の1単位時間は、 45分とする。

ニ 特別活動の授業時数は、 小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。

三 第50条第2項の場合において、 特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは、 宗教の授業時数をもつてこの表の特別の教科で

ある道徳の授業時数の一部に代えることができる。 （別表第二から別表第二の三まで及び別表第四の場合においても同様とする。）
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標準 必履修教科 科 目
科目単位数

現代の国語 ○２
２言語文化 ○
４国語 論理国語
４文学国語
４国語表現
４古典探究

地理総合 ○２
３地理探究
２ ○地理 歴史総合

日本史探究歴史 ３
３世界史探究

公共 ○２
公民 倫理 ２

政治・経済 ２

２単位まで減可数学Ⅰ ○３
４数学Ⅱ
３数学Ⅲ

数学 ２数学Ａ

２数学Ｂ
２数学Ｃ

２科学と人間生活
「科学と人物理基礎 ２
間生活」を物理 ４
含む２科目化学基礎 ２
又は化学 ４
基礎を付し理科 生物基礎 ２
た科目を３生物 ４
科目地学基礎 ２

４地学

体育 ○保健 7～8
保健 ○体育 ２

２音楽Ⅰ
２音楽Ⅱ
２音楽Ⅲ

美術Ⅰ ○２
２美術Ⅱ
２芸術 美術Ⅲ
２工芸Ⅰ
２工芸Ⅱ
２工芸Ⅲ
２書道Ⅰ
２書道Ⅱ
２書道Ⅲ

３英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ ○２単位まで減可
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ ４

４外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ
２論理・表現Ⅰ
２論理・表現Ⅱ
２論理・表現Ⅲ

家庭基礎 ２
家庭総合 ○家庭 ４

情報Ⅰ ○情報 ２
２情報Ⅱ

１理数 理数探究基礎
2～5理数探究

２単位まで減可総合的な探究の時間 3～6 ○

平成30年改訂学習指導要領における高等学校の教科・科目等及び単位数

naoto-murakami
テキストボックス



研究開発学校に関連する文部科学省告示

○学校教育法施行規則第５５条等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程
を編成することができる場合を定める件（平成２０年文部科学省告示第２９号）

 （改正 平成27 年文部科学省告示第53号） 

 学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 55条（同令第 79条、第 79条の 6及び

第 108条第 1項において読み替えて準用する場合を含む。）、第 85条（同令第 108条第 2項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）又は第 132条の規定に基づき、同令の規定によらな

いで教育課程を編成することができる場合を次のように定める。 

 なお、学校教育法施行規則の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定め

る件（平成 15年文部科学省告示第 56号）は廃止する。 

平成 20年 3月 28日 

文部科学大臣 渡海 紀三朗 

 次の各号に掲げる学校の種類ごとに当該各号に定める規定によらないで教育課程を編成する

ことができる場合は、文部科学大臣が、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校又は特別支援学校（以下「小学校等」という。）の教育課程に関し、その改善に資する研

究を行うため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると認め

て、研究開発を行う学校として当該小学校等を指定する場合とする。この場合において、当該

指定に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。 

一 小学校 学校教育法施行規則第 50条第 1項、第 51条（同令第 52条の 2第 2項に規定する

中学校連携型小学校にあっては同令第 52 条の 3、同令第 79 条の 9 第 2 項に規定する中学校

併設型小学校にあっては同令第 79条の 12において準用する同令第 79条の 5第 1項）又は第

52条の規定 

二 中学校 学校教育法施行規則第 72条、第 73条（同令第 26条第 3項に規定する併設型中学

校にあっては同令第 117条において準用する同令第 107条、同令第 74条の 2第 2項に規定す

る小学校連携型中学校にあっては同令第 74 条の 3、同令第 75 条第 2 項に規定する連携型中

学校にあっては同令第 76条、同令第 79条の 9第 2項に規定する小学校併設型中学校にあっ

ては同令第 79条の 12において準用する同令第 79条の 5第 2項）又は第 74条の規定 

三 義務教育学校 前期課程にあっては学校教育法施行規則第 79条の 5第 1項又は第 79条の

6 第 1 項において準用する同令第 50 条第 1 項若しくは第 52 条の規定に基づき文部科学大臣

が公示する小学校学習指導要領の規定、後期課程にあっては同令第 79 条の 5 第 2 項又は第

79条の 6第 2項において準用する同令第 72条若しくは第 74条の規定に基づき文部科学大臣

が公示する中学校学習指導要領の規定 

四 高等学校 学校教育法施行規則第 83条又は第 84条の規定 

五 中等教育学校 前期課程にあっては学校教育法施行規則第 107条又は第 108条第 1項にお

いて準用する同令第 72条若しくは第 74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学

習指導要領の規定、後期課程にあっては同令第 108条第 2項において準用する同令第 83条又

は第 84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定 

六 特別支援学校 学校教育法施行規則第 126条から第 129条までの規定 

 附 則 

  この告示は、平成 28年 4月 1日から施行する。 



○教育課程に関し学校教育法施行規則の規定によらない場合における高等学校又は

中等教育学校の後期課程の全課程の修了の認定について定める件（平成１７年文部

科学省告示第９９号）

（改正 平成 20年文部科学省告示 31号） 

 学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 63条の 2ただし書（同令第 65条の 10

第 3項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、教育課程に関し同令の規

定によらない場合における高等学校又は中等教育学校の後期課程の全課程の修了の認定につい

て次のように定める。 

 なお、教育課程に関し学校教育法施行規則第 57条又は第 57条の 2の規定によらない場合に

おける高等学校の全課程の修了について定める件（平成 15年文部科学省告示第 57条）は、廃

止する。 

平成 17年 7月 6日 

文部科学大臣 中山 成彬 

 高等学校の教育課程に関し学校教育法施行規則第 83条若しくは第 84条の規定によらない場

合又は中等教育学校の後期課程の教育課程に関し同令第 108条第 2項において準用する同令第

83 条若しくは第 84 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定に

よらない場合における学校教育法施行規則第 96条（同令第 113条第 3項において読み替えて準

用する場合を含む。）の規定による全課程の修了の認定は、学校教育法施行規則の規定によら

ないで教育課程を編成することができる場合を定める件（平成 17年文部科学省告示第 98号）、

学校教育法施行規則第 55 条等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成するこ

とができる場合を定める件（平成 20年文部科学省告示第 29号）及び学校教育法施行規則第 55

条の 2等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定め

る件（平成 20年文部科学省告示第 30号）の規定に定める文部科学大臣の指定に係る実施計画

に定める全課程の修了の認定の要件に従い、教科若しくは科目又はこれらに準ずるものを履修

し又は修得した生徒について行うものとする。 

 附 則 

  この告示は、平成 20年 4月 1日から施行する。 



〇教育課程に関し学校教育法施行規則第７３条の９又は第７３条の１０の規定によ

らない場合における盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の全課程の修了の認定に

ついて定める件（平成１５年文部科学省告示第５８号） 

（改正 平成 20年文部科学省告示第 31号） 

 学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 73条の 14ただし書の規定に基づき、

教育課程に関し同規則第 73条の 9又は第 73条の 10の規定によらない場合における特別支援学

校の高等部の全課程の修了の認定について次のように定める。 

 なお、教育課程に関し学校教育法施行規則第 73条の 9又は第 73条の 10の規定によらない場

合における特別支援学校の高等部の全課程の修了の認定について定める件（平成 12年文部省告

示第 87号）は廃止する。 

平成 15年 3月 31日 

文部科学大臣 遠山 敦子 

  学校教育法施行規則第 55 条等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成する

ことができる場合を定める件（平成 20年文部科学省告示第 29号）及び学校教育法施行規則第

55条の 2等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定

める件（平成 20年文部科学省告示第 30号）の規定に定める文部科学大臣の指定に係る実施計

画に定める全課程の修了の認定の要件に従い、教科若しくは科目又はこれらに準ずるものを履

修し又は修得した生徒について認めるものとする。 

 附 則 

  この告示は、平成 20年 4月 1日から施行する。 



教育基本法、学校教育法に規定する各学校段階の目標等
●教育基本法

（教育の目標） 

第２条 教育は、その目的を実現するため、

学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目

標を達成するよう行われるものとする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理

を求める態度を養い、豊かな情操と道

徳心を培うとともに、健やかな身体を

養うこと。 

二 個人の価値を尊重して、その能力を

伸ばし、創造性を培い、自主及び自律

の精神を養うとともに、職業及び生活

との関連を重視し、勤労を重んずる態

度を養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬

愛と協力を重んずるとともに、公共の

精神に基づき、主体的に社会の形成に

参画し、その発展に寄与する態度を養

うこと。 

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境

の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐ

くんできた我が国と郷土を愛するとと

もに、他国を尊重し、国際社会の平和

と発展に寄与する態度を養うこと。 

●学校教育法

（義務教育の目標） 

第２１条 義務教育として行われる普通教

育は、教育基本法（平成 18 年法律第 120

号）第５条第２項に規定する目的を実現

するため、次に掲げる目標を達成するよ

う行われるものとする。 

一 学校内外における社会的活動を促進

し、自主、自律及び協同の精神、規範

意識、公正な判断力並びに公共の精神

に基づき主体的に社会の形成に参画し、

その発展に寄与する態度を養うこと。 

二 学校内外における自然体験活動を促

進し、生命及び自然を尊重する精神並

びに環境の保全に寄与する態度を養う

こと。 

三 我が国と郷土の現状と歴史について、

正しい理解に導き、伝統と文化を尊重

し、それらをはぐくんできた我が国と

郷土を愛する態度を養うとともに、進

んで外国の文化の理解を通じて、他国

を尊重し、国際社会の平和と発展に寄

与する態度を養うこと。 

四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、

食、住、情報、産業その他の事項につ

いて基礎的な理解と技能を養うこと。 

五 読書に親しませ、生活に必要な国語

を正しく理解し、使用する基礎的な能

力を養うこと。 

六 生活に必要な数量的な関係を正しく

理解し、処理する基礎的な能力を養う

こと 

七 生活にかかわる自然現象について、

観察及び実験を通じて、科学的に理解

し、 

処理する基礎的な能力を養うこと。 

八 健康、安全で幸福な生活のために必

要 

な習慣を養うとともに、運動を通じて

体力を養い、心身の調和的発達を図る

こと。 

九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、 

文芸その他の芸術について基礎的な理

解と技能を養うこと。 

十 職業についての基礎的な知識と技能、

勤労を重んずる態度及び個性に応じて

将来の進路を選択する能力を養うこと。 

（幼稚園の目的・目標） 

第２２条 幼稚園は、義務教育及びその後

の教育の基礎を培うものとして、幼児を

保育し、幼児の健やかな成長のために適

当な環境を与えて、その心身の発達を助

長することを目的とする。 

第２３条 幼稚園における教育は、前条に

規定する目的を実現するため、次に掲げ

る目標を達成するよう行われるものとす

る。 

一 健康、安全で幸福な生活のために必

要な基本的な習慣を養い、身体諸機能
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の調和的発達を図ること。 

二 集団生活を通じて、喜んでこれに参

加する態度を養うとともに家族や身近

な人への信頼感を深め､自主､自律及び

協同の精神並びに規範意識の芽生えを

養うこと。 

三 身近な社会生活、生命及び自然に対

する興味を養い、それらに対する正し

い理解と態度及び思考力の芽生えを養

うこと。 

四 日常の会話や、絵本、童話等に親し

むことを通じて、言葉の使い方を正し

く導くとともに、相手の話を理解しよ

うとする態度を養うこと。 

五 音楽、身体による表現、造形等に親

しむことを通じて、豊かな感性と表現

力の芽生えを養うこと。 

（小学校の目的・目標） 

第２９条 小学校は、心身の発達に応じて、

義務教育として行われる普通教育のうち

基礎的なものを施すことを目的とする。 

第３０条 小学校における教育は、前条に

規定する目的を実現するために必要な程

度において第二十一条各号に掲げる目標

を達成するよう行われるものとする。  

２ 前項の場合においては、生涯にわたり

学習する基盤が培われるよう、基礎的な

知識及び技能を習得させるとともに、こ

れらを活用して課題を解決するために必

要な思考力、判断力、表現力その他の能

力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む

態度を養うことに、特に意を用いなけれ

ばならない。 

（中学校の目的・目標） 

第４５条 中学校は、小学校における教育

の基礎の上に、心身の発達に応じて、義

務教育として行われる普通教育を施すこ

とを目的とする。 

第４６条 中学校における教育は、前条に

規定する目的を実現するため、第二十一

条各号に掲げる目標を達成するよう行わ

れるものとする。 

（義務教育学校の目的・目標） 

第４９条の２ 義務教育学校は、心身の発

達に応じて、義務教育として行われる普

通教育を基礎的なものから一貫して施す

ことを目的とする。 

第４９条の３ 義務教育学校における教育

は、前条に規定する目的を実現するため、

第二十一条各号に掲げる目標を達成する

よう行われるものとする。 

（高等学校の目的・目標） 

第５０条 高等学校は、中学校における教

育の基礎の上に、心身の発達及び進路に

応じて、高度な普通教育及び専門教育を

施すことを目的とする。 

第５１条 高等学校における教育は、前条

に規定する目的を実現するため、次に掲

げる目標を達成するよう行われるものと

する。 

一 義務教育として行われる普通教育の

成果を更に発展拡充させて、豊かな人

間性、創造性及び健やかな身体を養い、

国家及び社会の形成者として必要な資

質を養うこと。 

二 社会において果たさなければならな

い使命の自覚に基づき、個性に応じて

将来の進路を決定させ、一般的な教養

を高め、専門的な知識、技術及び技能

を習得させること。 

三 個性の確立に努めるとともに、社会

について、広く深い理解と健全な批判

力を養い、社会の発展に寄与する態度

を養うこと。 

（中等教育学校の目的・目標） 

第６３条 中等教育学校は、小学校におけ

る教育の基礎の上に、心身の発達及び進

路に応じて、義務教育として行われる普

通教育並びに高度な普通教育及び専門教

育を一貫して施すことを目的とする。 

第６４条 中等教育学校における教育は、

前条に規定する目的を実現するため、次

に掲げる目標を達成するよう行われるも

のとする。 

一 豊かな人間性、創造性及び健やかな

身体を養い、国家及び社会の形成者と

して必要な資質を養うこと。 

二 社会において果たさなければならな

い使命の自覚に基づき、個性に応じて

将来の進路を決定させ、一般的な教養

を高め、専門的な知識、技術及び技能



を習得させること。  

三 個性の確立に努めるとともに、社会

について、広く深い理解と健全な批判

力を養い、社会の発展に寄与する態度

を養うこと。 

（特別支援学校の目的） 

第７２条 特別支援学校は、視覚障害者、

聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者

又は病弱者（身体虚弱者を含む｡以下同じ

｡）に対して、幼稚園、小学校、中学校又

は高等学校に準ずる教育を施すとともに、

障害による学習上又は生活上の困難を克

服し自立を図るために必要な知識技能を

授けることを目的とする。 




